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(57)【要約】
【課題】観察を行う際の手首を捻る動作を少なくして操
作性を向上させる。
【解決手段】顕微鏡用架台５は水平方向に配置されたベ
ース部４０と、このベース部４０に対して直立して設け
られた支柱部２０と、この支柱部２０の先端部にベース
部４０と平行に設けられたアーム部３０とを有している
。ベース部４０にＬＥＤ照明基板４１と複数のＬＥＤ４
１ａとで構成される第１照明部を配置し、アーム部３０
にＬＥＤ照明基板３７と複数のＬＥＤ３７ａとで構成さ
れる第２照明部を配置した。支柱部２０の側面には焦準
ノブ２１と調光ボリューム２２ａ，２２ｂとが設けられ
ている。調光ボリューム２２ａは支柱部２０の右側面に
配置され、落射照明用のＬＥＤ３７ａの光量を調整する
。調光ボリューム２２ｂは支柱部２０の左側面に配置さ
れ、透過照明用のＬＥＤ４１ａの光量を調整する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標本を載置するベース部と、
　このベース部に設けられた支柱部と、
　この支柱部に設けられた上下動手段を介して昇降可能なアーム部と、
　前記アーム部に取り付けられる顕微鏡本体と、
　前記アーム部に設けられる第１照明部と、
　前記ベース部の内部に設けられる第２照明部と、
　前記支柱部又は前記アーム部に設けられ、回転操作により前記上下動手段に駆動力を与
える焦準操作部と、
　前記支柱部又は前記アーム部に設けられ、前記第１照明部の照明光量を調節する第１調
光操作部と、
　前記支柱部又は前記アーム部に設けられ、前記第２照明部の照明光量を調節する第２調
光操作部とを備え、
　前記第１、第２調光操作部の回転軸がほぼ平行であり、かつ焦準操作部の回転軸ともほ
ぼ平行であることを特徴とする顕微鏡用架台。
【請求項２】
　前記顕微鏡本体に向かい前記支柱部又は前記アーム部を挟み左右の側面のそれぞれに前
記第１、第２調光操作部が配置されていることを特徴とする請求項１記載の顕微鏡用架台
。
【請求項３】
　前記第１調光操作部を時計方向へ回転させたとき前記第１照明部の照明光量が増加し、
前記第２調光操作部を反時計方向へ回転させたとき前記第２照明部の照明光量が増加する
、又は前記第１調光操作部を反時計方向に回転させたとき前記第１照明部の照明光量が増
加し、前記第２調光操作部を時計方向に回転させたとき前記第２照明部の照明光量が増加
するようにしたことを特徴とする請求項２記載の顕微鏡用架台。
【請求項４】
　前記第２照明部に電力を供給する電気コードが前記顕微鏡本体に向かい前記支柱部の前
面、後面及び側面のいずれかから引き出されて前記第２照明部に接続されていることを特
徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の顕微鏡用架台。
【請求項５】
　前記上下動手段を最も下げたとき、前記電気コードの一部が前記上下動手段の移動量の
ほぼ１／２の長さだけ折り返されていることを特徴とする請求項４項記載の顕微鏡用架台
。
【請求項６】
　前記第１、２照明部がそれぞれ発光ダイオードを有することを特徴とする請求項１～５
のいずれか１項記載の顕微鏡用架台。
【請求項７】
　前記第１調光操作部によって前記第２照明部の照明光量を調整できるようにするととも
に、前記第２調光操作部によって前記第１照明部の照明光量を調整できるようにするため
の切替スイッチを備えていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の顕微鏡
用架台。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の顕微鏡用架台を備えていることを特徴とする顕微鏡
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は顕微鏡用架台及び顕微鏡に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を有する照明部をアーム部及びベース部のそれ
ぞれに設けた実体顕微鏡が知られている。アーム部に設けた照明部からの光で標本を照明
して落射照明による観察を行い、ベース部に設けた照明部からの光で標本を照明して透過
照明による観察を行う。ベース部上には支柱部が設けられ、支柱部にはアーム部を上下動
させるための粗微動ハンドルが設けられている。ベース部には電源基板が収容されている
。ベース部の後方側に位置する凸部の上面に２つの照明部の照明光量の制御をそれぞれ行
う２つの調光ボリュームが取り付けられている。
【特許文献１】特開２００５－１７９０５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来技術では、水平な粗微動ハンドルの回転軸と調光ボリューム（調光操作部）の回転
軸とは投影面で直交するので、観察の際に粗微動ハンドルと調光ボリュームとの操作を切
り替える場合、手首を９０°捻る動作を強いられ、腕が疲れ易く、操作性が悪いという問
題がある。
【０００４】
　この発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その課題は観察を行う際の手首を
捻る動作をなくして操作性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため請求項１に記載の発明は、標本を載置するベース部と、このベ
ース部に設けられた支柱部と、この支柱部に設けられた上下動手段を介して昇降可能なア
ーム部と、前記アーム部に取り付けられる顕微鏡本体と、前記アーム部に設けられる第１
照明部と、前記ベース部の内部に設けられる第２照明部と、前記支柱部又は前記アーム部
に設けられ、回転操作により前記上下動手段に駆動力を与える焦準操作部と、前記支柱部
又は前記アーム部に設けられ、前記第１照明部の照明光量を調節する第１調光操作部と、
前記支柱部又は前記アーム部に設けられ、前記第２照明部の照明光量を調節する第２調光
操作部とを備え、前記第１、第２調光操作部の回転軸がほぼ平行であり、かつ焦準操作部
の回転軸ともほぼ平行であることを特徴とする顕微鏡用架台である。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明によれば、観察を行う際の手首を捻る動作をなくして操作性を向上させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【０００８】
　図１はこの発明の一実施形態に係る顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡のベース部の一部
を破断して示した側面図、図２はその実体顕微鏡の正面図、図３はその背面図である。
【０００９】
　実体顕微鏡１は顕微鏡本体部１０と顕微鏡用架台５とを備えている。
【００１０】
　顕微鏡用架台５は、ベース部４０と、ベース部４０に対して直立して設けられた支柱部
２０と、支柱部２０にベース部４０と平行に設けられたアーム部３０とを有している。
【００１１】
　ベース部４０の内部は中空になっている。また、アーム部３０と対向するベース部４０
の上面には凹部４５が形成されている。凹部４５の開口縁４５ａには標本（図示せず）を
載置する標本載置面を有する拡散板４２が嵌め込まれ、接着剤等で固定されている。
【００１２】
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　凹部４５には段部４６ａが形成され、段部４６ａに透過照明用のＬＥＤ照明基板４１が
保持されている。ＬＥＤ照明基板４１には複数のＬＥＤ４１ａが平面的に配置されている
。ＬＥＤ照明基板４１と複数のＬＥＤ４１ａとで透過照明用の第１照明部が構成される。
【００１３】
　ＬＥＤ照明基板４１は拡散板４２に対して平行で、光軸Ｌ１方向で対向するように配置
されている。ＬＥＤ照明基板４１は電気コード５３を介して電源基板５０に接続されてい
る（図４参照）。
【００１４】
　ベース部４０の側面には電源スイッチ４３と調整ノブ切替スイッチ（切替スイッチ）４
８とが設けられている。
【００１５】
　支柱部２０の側面には焦準ノブ（焦準操作部）２１と調光ボリューム（第１調光操作部
）２２ａと調光ボリューム（第２調光操作部）２２ｂとが設けられている。焦準ノブ２１
は支柱部２０の両側面に配置され、アーム部３０に上下方向の力を伝える上下動部（上下
動手段）２５（図４参照）を支柱部２０に沿って上下動させる。調光ボリューム２２ａは
顕微鏡本体１０に向かって支柱部２０の右側面に配置され、落射照明用のＬＥＤ３７ａ（
図４参照）の光量を調整する。調光ボリューム２２ｂは顕微鏡本体１０に向かって支柱部
２０の左側面に配置され、透過照明用のＬＥＤ４１ａの光量を調整する。なお、調整ノブ
切替スイッチ４８が操作されたとき、調光ボリューム２２ａで第２照明部（後述）が調光
され、調光ボリューム２２ｂで第１照明部が調光されるようになる。また、調光ボリュー
ム２２ａ，２２ｂを支柱部２０の両側面に配置する代わりに、アーム部３０の両側面に配
置してもよい。
【００１６】
　しかし、調光ボリューム２２ａ，２２ｂの回転軸はほぼ平行となるように配置すること
が必要である。また、回転軸は支柱部２０又はアーム部３０を挟み、ほぼ同軸に設けられ
ることが好ましい。
【００１７】
　支柱部２０の背面にはＡＣインレット４４が設けられている。ＡＣインレット４４は電
源ケーブル（図示せず）を介して商用電源に接続される。なお、支柱部２０の底面全体が
ベース部４０に載っている。この構成によって顕微鏡用架台５は後方へ転倒し難くなって
いる。
【００１８】
　アーム部３０は支柱部２０に上下動部２５（図４参照）を介して支持され、支柱部２０
に設けられた焦準ノブ２１を回転させることにより、支柱部２０に沿って上下動する。な
お、アーム部３０は上下動部２５にボルト２６ａで固定されている（図４参照）。
【００１９】
　アーム部３０の基部には軸３２を介して箱状の落射ＬＥＤボックス３１が回転可能に取
り付けられている。
【００２０】
　また、アーム部３０の先端部には顕微鏡本体部１０が装着されている。顕微鏡本体部１
０はズーム鏡筒１１と接眼レンズ１２と鏡筒１３とを備えている。
【００２１】
　ズーム鏡筒１１は焦準ノブ２１の操作で上下動するアーム部３０により、鏡筒１３とと
もに光軸Ｌ１に沿って移動する。鏡筒１３はズーム鏡筒１１の下方端部に設けられ、拡散
板４２に対向している。また、ズームハンドル１１ａによりズーム鏡筒１１の倍率を可変
できる。
【００２２】
　このような構成であるので、観察者が接眼レンズ１２を覗いた状態で、焦準ノブ２１を
回転させ、アーム部３０と一緒に、ズーム鏡筒１１及び鏡筒１３を光軸Ｌ１に沿って上下
動させることで、拡散板４２上に載置される標本に対する焦点を合わせることができる。
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ここで、ズームハンドル１１ａを回転させ、ズーム鏡筒１１の倍率を変えることにより観
察している標本像の連続的な拡大、縮小が可能となる。
【００２３】
　電源スイッチ４３を投入して例えば透過照明用のＬＥＤ照明基板４１に電力を供給する
と、ＬＥＤ４１ａが発光する。拡散板４２を透過した光束は標本に照射され、標本を透過
して観察光学系に導かれ、接眼レンズ１２により標本の観察を行うことができる。
【００２４】
　図４は顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡の支柱部及びアーム部の一部を破断して示した
側面図である。
【００２５】
　落射ＬＥＤボックス３１は断面形状が台形の立方体である。落射ＬＥＤボックス３１の
一方の開口部３５ａには拡散板３３が嵌め込まれている。拡散板３３は透過する光束を拡
散させるもので、一方の開口部３５ａに接着剤等で固定されている。落射ＬＥＤボックス
３１の他方の開口部３５ｂには蓋３４が嵌め込まれている。蓋３４はねじ（図示せず）に
よって落射ＬＥＤボックス３１に固定されている。
【００２６】
　一方の開口部３５ａには、落射ＬＥＤボックス３１の内部方向へ突出する円柱状の突起
３６が設けられ、突起３６に落射照明用のＬＥＤ照明基板３７が保持されている。なお、
ＬＥＤ照明基板３７は回転止め突起（図示せず）によって回転が阻止されている。また、
ＬＥＤ照明基板３７は蓋３４に固定されたボックス部（図示せず）によって突起３６に押
し付けられている。
【００２７】
　ＬＥＤ照明基板３７には複数のＬＥＤ３７ａが平面的に配置されている。ＬＥＤ照明基
板３７と複数のＬＥＤ３７ａとで落射照明用の第２照明部が構成される。ＬＥＤ照明基板
３７は拡散板３３に対して平行で、光軸Ｌ２方向（図１参照）で対向するように配置され
ている。ＬＥＤボックス３１が標本に向くようにＬＥＤボックス３１の傾きを変えること
ができる。
【００２８】
　支柱部２０の内部には支柱部２０の長手方向に設けられた隔壁２３を介して２つの室２
３Ａ（観察者の観察位置に対して手前側），２３Ｂ（観察者の観察位置に対して後方側）
が形成されている。電源５０は室２３Ａに設けられており、隔壁２３によって電源基板５
０に、室２３Ｂに設けられた上下動部２５等に使用されるグリス等が付着するのを防止で
きる。
【００２９】
　隔壁２３の室２３Ａ側の面には上下方向へ延びる溝（図示せず）が形成され、この溝に
は電源基板５０とＬＥＤ照明基板４１とを接続する電気コード５３が収容されている。電
気コード５３は溝から隔壁２３の孔２３ａを介して室２３Ａから室２３Ｂへ引き出された
後、室２３Ｂからベース部４０に引き込まれている。電気コード５３の一端はコネクタＣ
ＮＴ１を介して電源基板５０の一端に接続されている。電気コード５３の他端はＬＥＤ照
明基板４１（図１参照）に接続されている。
【００３０】
　電源基板５０はスペーサＳＰを介して隔壁２３にねじ２４で固定されている。図示しな
いが、電源基板５０にはコンデンサ、整流素子等の部品が配置されている。電源基板５０
の他端はコネクタＣＮＴ２、電気コード５１を介してＡＣインレット４４に接続されてい
る。スイッチ４３を投入しＬＥＤ照明基板４１に対して電力を供給すると、ＬＥＤ４１ａ
が発光する。調光ボリューム２２ｂを操作することによってＬＥＤ４１ａ（図１参照）の
光量が調整される。
【００３１】
　また、コネクタＣＮＴ１にはＬＥＤ照明基板３７へ電力を供給する電気コード５２の一
端が接続されている。電気コード５２は隔壁２３に装着されたブッシュ５５を介して室２
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３Ａから室２３Ｂへ引き出される。電気コード５２は室２３Ｂ内で折り返された後、上下
動部２５に装着されたブッシュ５４を介して支柱部２０の外部へ引き出される。電気コー
ド５２は落射ＬＥＤボックス３１に装着されたブッシュ５６を介して落射ＬＥＤボックス
３１内に引き込まれている。電気コード５２の他端がＬＥＤ照明基板３７に接続されてい
る。
【００３２】
　スイッチ４３を投入しＬＥＤ照明基板３７に対して電力を供給すると、ＬＥＤ３７ａが
発光する。調光ボリューム２２ａを操作することによってＬＥＤ３７ａの光量が調整され
る。
【００３３】
　なお、上記実施形態では電気コード５２を支柱部２０の前面から外部へ引き出している
が、例えば支柱部２０の側面や後面から外部へ引き出してもよい。
【００３４】
　次に、電気コード５２の室２３Ｂ内での折り返し方法を説明する
　図５（ａ）～（ｃ）は電気コードの室２３Ｂ内での配線方法の例を説明する概念図であ
る。
【００３５】
　図５（ａ）は室２３Ｂ内に引き込まれる電気コードをスパイラルコード５８とした場合
である。この場合、電気コード５２とは別のスパイラルコード５８が必要になり、スパイ
ラルコード５８を配線するための余分な工程が必要になるが、支柱部２０の外部へ露出し
てしまう電気コード５２を少なくするためには有効な手段の１つである。
【００３６】
　図５（ｂ）は室２３Ｂ内に引き込まれる電気コード５２Ａの長さを上下動部２５の移動
量Ｄのほぼ半分の１/２Ｄとするとともに、電気コード５２Ａを隔壁２３上で支持する固
定部２６を、隔壁２３の上端から上下動部２５の移動量のほぼ１/２に相当する距離だけ
下がった位置に置いた。この場合、上下動部２５が上下動したとき、室２３Ｂ内の電気コ
ード５２Ａの全体が実線で示す位置と破線で示す位置との間で大きく上下動する。この場
合、固定部２６の近傍で電気コード５２Ａが大きく折れ曲がり、しかも電気コード５２Ａ
の折れ曲がり方が一定でないので、電気コード５２Ａに対する負荷が大きくなり、電気コ
ード５２Ａの寿命が短くなる。
【００３７】
　図５（ｃ）は電気コード５２Ｂの長さを上下動部２５の移動量Ｄと同じである。ただし
、最下点時の固定点から折り返しまでの距離（片道）は１/２Ｄである。しかし、固定部
２６の位置は例えば上下動部２５を最も下げたときのブッシュ５４と水平方向で対向する
位置であり、室２３Ｂ内に引き込まれた電気コード５２Ｂは上下動部２５を最も下げたと
きに固定部２６より上下動部２５の移動量Ｄのほぼ半分の１/２Ｄだけ下方で折り返され
ている。そのため、上下動部２５が上下動したとき上下動部２５の移動に応じて折り返し
た部分の電気コード５２Ｂだけが実線で示す位置と破線で示す位置との間で動く。電気コ
ード５２Ｂは図５（ｂ）の場合より固定部２６の近傍の折れ曲がりが小さく、しかも電気
コード５２Ｂの折れ曲がり方が一定となるので、電気コード５２Ｂに対する負荷が図５（
ｂ）の場合より小さくなり、電気コード５２Ｂの寿命を長くすることができる。そこで、
上記実施形態においても、図５（ｃ）の場合と同様の方法で電気コード５２を室２３Ｂ内
での折り返すようにした。
【００３８】
　この実施形態によれば、顕微鏡本体１０に向かい支柱部２０を挟んで左右の位置にある
焦準ノブ２１の回転軸と調光ボリューム２２ａ，２２ｂの回転軸とが平行な位置にあり、
観察の際に手首を９０°捻る動作を少なくして操作性を向上させることができる。また、
支柱部２０の両側面（顕微鏡本体１０に向かい支柱部２０を挟んで左右の位置）にそれぞ
れ透過用及び落射用の調光ボリューム２２ａ，２２ｂが配置されているので、左右の手で
透過用及び落射用の照明部の照明光量をそれぞれ調整することができる。更に、観察者が
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調光ボリューム２２ａを時計方向へ回転させたときと調光ボリューム２２ｂを反時計方向
へ回転させたときとで照度が同様に変化するので、左右同じ感覚で調光を行なうことがで
き、操作性がより向上する。また、電気コード５２が架台の上方へ引き出されないので、
観察の際に手等を電気コードに引っ掛けて電気コード等に過大な負荷をかけるおそれがな
い。更に、照明部がＬＥＤで構成されているので、ランプ等を用いた場合より照明部の長
寿命、省電力、かつ省発熱化を図ることができる。また、調整ノブ切替スイッチ４８を備
えているので、観察者の好みや利き腕に応じて照明部を切り替えることができる。
【００３９】
　本実施形態では、焦準ノブ２１、第１、２調光ボリューム２２ａ，２２ｂは支柱部２０
に設けられているが、全てアーム部３０に設ける、又は支柱部２０とアーム部３０とに分
けて設けてもよい。
【００４０】
　また、第１調光ボリューム２２ａを時計方向へ回転させたとき第１照明部の照明光量が
増加し、第２調光ボリューム２２ｂを反時計方向へ回転させたとき第２照明部の照明光量
が増加するようにしても、第１調光ボリューム２２ａを反時計方向に回転させたとき第１
照明部の照明光量が増加し、第２調光ボリューム２２ｂを時計方向に回転させたとき第２
照明部の照明光量が増加するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１はこの発明の一実施形態に係る顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡のベース部
の一部を破断して示した側面図である。
【図２】図２はこの発明の一実施形態に係る顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡の正面図で
ある。
【図３】図３はこの発明の一実施形態に係る顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡の背面図で
ある。
【図４】図４は顕微鏡用架台を備える実体顕微鏡の支柱部及びアーム部の一部を破断して
示した側面図である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は電気コードの室２３Ｂ内での配線方法を説明する概念図で
ある。
【符号の説明】
【００４２】
　１：実体顕微鏡（顕微鏡）、５：顕微鏡用架台、１０：顕微鏡本体、２０：支柱部、２
１：焦準ノブ（焦準操作部）、２２ａ：調光ボリューム（第１調光操作部）、２２ｂ：調
光ボリューム（第２調光操作部）、２５：上下動部（上下動手段）、３０：アーム部、４
０：ベース部、３７：ＬＥＤ照明基板、３７ａ：ＬＥＤ、４１：ＬＥＤ照明基板、４１ａ
：ＬＥＤ、４８：調整ノブ切替スイッチ（切替スイッチ）、５２：電気コード
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